（R5高教組）
項目１
府教育庁では、府立学校の危機管理体制を確実なものにするため、各校に各種災害に応じた実効性の高い「防犯及び防災計画」等の作成及び提出を毎年求めている。
「防犯及び防災計画」においては、各校では自校の実情に応じ、災害対策本部の設置、教職員の配備体制の確立、児童生徒等の安全確保等について盛り込むこととしており、非常時の防災体制を整えている。
また、令和２年度に各校が作成した避難確保計画については、大阪防災士会に確認を依頼し、助言事項等を記載した二次避難場所確認表を作成いただきました。令和３年度は、その確認表を基に、各校において、避難確保計画等を改善した。
なお、災害等が発生し、又は発生する恐れがあり、府域に非常配備が発令された場合、職員にはそれぞれの配備区分に従い、勤務する学校に参集し、各校が策定している「府立学校版業務継続計画（ＢＣＰ）」に記載されている非常時優先業務の内容をふまえ、対応することになる。
勤務時間外における災害等発生時の府立学校への参集等については、「教職員防災必携」にて概要を示し、各校において教職員に携帯するよう通知している。
府教育庁では、府立学校の危機管理体制を確実なものにするため、各校に各種災害に応じた実効性の高い「防犯及び防災計画」等の作成及び提出を毎年求めている。
「防犯及び防災計画」においては、各校では自校の実情に応じ、災害対策本部の設置、教職員の配備体制の確立、児童生徒等の安全確保等について盛り込むこととしており、非常時の防災体制を整えている。
また、令和２年度に各校が作成した避難確保計画については、大阪防災士会に確認を依頼し、助言事項等を記載した二次避難場所確認表を作成いただいた。この確認表を基に、各校において、避難確保計画等を改善している。
なお、災害等が発生し、又は発生する恐れがあり、府域に非常配備が発令された場合、職員にはそれぞれの配備区分に従い、勤務する学校に参集し、各校が策定している「府立学校版業務継続計画（ＢＣＰ）」に記載されている非常時優先業務の内容をふまえ、対応することになる。
勤務時間外における災害等発生時の参集に関する府立学校教職員の行動については、「教職員防災必携」にて概要を示し、各校において教職員に携帯するよう通知している。

項目２
「教職員の評価・育成システム」の評価結果の給与等への反映については、平成19年度から前年度の評価結果を昇給及び勤勉手当に反映している。
また、皆さま方との協議を踏まえ、平成24年度からは上位評価の昇給への反映を廃止するとともに、勤勉手当については配分原資を１回あたり0.03月とし、より勤務成績が反映できるよう成績率を見直したところであるので、ご理解頂きますよう、お願いする。

項目３
評価・育成システムにおいては、平成25年度から授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきた。
新たなアンケートの実施につきましては、予算の確保、その他の課題もあり、直ちに実施することは困難ですが、今後その時期を含めて検討してまいる。

項目４
職場における様々なハラスメント行為は、個人としての尊厳を不当に傷つけ、その能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行を阻害する重大な問題であると認識している。
府教育庁では、令和４年４月１日付けで改正した各ハラスメント指針及びハラスメント相談窓口等の教職員への周知について、令和５年４月５日付けで府立学校校長・准校長あてに通知した。
管理職研修については、令和５年５月に府立学校校長・准校長、教頭を対象とした研修でハラスメントに関する講義を実施するとともに、令和５年４月から７月にかけて、府立学校の新任校長・准校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修を実施している。
さらに、教職員がハラスメントを受けた経験や教育庁・学校のハラスメント防止についての取組みが予防や解決に役立っているかなどを把握するため、府立学校の教職員を対象に「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」を令和５年１月から２月にかけて実施した。
加えて、今年度の「府立学校に対する指示事項」に職場におけるハラスメントの防止を重点事項として掲げている。
今後も各ハラスメント指針について、周知を図るとともに引き続き実態把握に努めるなど、快適な働きやすい職場環境づくりに努めてまいる。
 
項目５
特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施している。
なお、育児休業については、平成31年１月から、新規に保育所に入所する児童を集団生活への適用等を目的として、通常の保育の実施よりも時間を短縮して行う保育（慣らし保育）を、育児休業の取得要件として拡大した。
また、育児部分休業、子育て部分休暇及び介護時間等と時間単位年休の併用取得について、令和５年７月から実施した。
また、子育て部分休暇の対象となる子の年齢の引上げについて、他府県の状況を踏まえて検討してまいる。 
今後も、母体保護や子育てに関する特別休暇の制度の運用が、適切に行われるよう指導するとともに、子育て中の教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいりたい。
学校における年度途中の欠員や産育休の取得に対する代替措置については、学校運営に支障が生じないよう必要な措置を講じている。
しかしながら、一部の学校では、候補者が見つからず、必要な講師が速やかに配置されず、欠員となっている状況があることは、重く受け止めている。
府教委では、講師の充足状況を毎月、各府立学校長から聞き取り、新規講師登録者や現在任用されていない講師登録者の情報を逐次共有するなど、各学校長と連携、協力し、代替講師の速やかな配置に努めている。
また、代替講師の人材を確保するため、府や市町村の関係施設等での講師募集チラシの配付やインターネット媒体を活用したＰＲ、講師登録説明会の開催に加え、令和４年度からは新たにペーパーティーチャーを対象とする研修（教員スタートアッププログラム）を実施している。
加えて、年度途中の講師確保が困難な状況が続いていることを踏まえ、国による財源措置を活用し、令和５年度より支援学校の小中学部を対象とした前倒し任用を実施している。
今後とも、各学校長と連携、協力して必要な講師等の配置に努め、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。

項目６
障がいのある職員の勤務時間の弾力化については、令和元年10月18日から早出遅出勤務制度の対象職員に、障がいのある職員を追加している。
また、障がいのある職員の休憩時間の弾力的な設定については、令和２年４月から休憩時間を分割、延長できる制度を導入した。
職場環境等の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定している。
同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めている。
障がい者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。
府教育委員会においては、各校の安全衛生委員会において、教職員の安全と心身の健康の確保及び快適な職場環境の実現に向けた取組みをすすめるよう、府立学校安全衛生管理者研修や衛生管理者研修を通じて、指導している。

項目７
府立学校における長時間労働の是正については、給特法の改正等を踏まえ、令和２年４月に時間外在校等時間の上限時間などを定める「府立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」等を施行し、これに基づく取組みを進めている。
また、令和４年９月から、時間外在校等時間が30時間以上となっている教員及びその管理職に対して、当該月の10日、20日を目途に注意喚起を行う「アラーミングメール」を送信する仕組みを開始した。
また、令和５年４月より、グループウェアを活用する等、校務運営の効率化を図るための10項目の取組み及び毎週１回以上の全校一斉定時退庁日の取組みを府立学校において開始した。
引き続き、働き方改革の取組みをすすめ、時間外在校等時間の縮減に努めてまいる。

項目８
教員の部活動にかかる負担軽減を目的として、技術的な指導や校外への引率などを職務とする部活動指導員については、今年度、府立学校58校110部に配置している。
加えて、部活動の活性化を図るとともに、部活動に係る教職員の負担軽減を図るため、複数校での合同部活動を行う「部活動大阪モデル」を82校41ペアにおいて推進している。現在、各校の校長へのヒアリングを行う等、合同部活動の推進にむけて調整をすすめており、専門的な指導ができる顧問がいない部活動への部活動指導員の配置をすすめている。
今後さらに拡充できるように努めてまいる。
令和４年12月に国のガイドラインが示され、休日における中学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間として位置づけられた。これに伴い、府においても、令和５年５月に、「大阪府における部活動の地域移行に関する検討会議」を設置し、国のガイドラインを踏まえた府の方針を、夏頃を目途に改定し府立学校及び市町村等へ示す予定である。
部活動の地域移行における教職員の兼職・兼業については、関係各課等と十分に協議してまいる。
 
項目９
府教育庁では、府立高校の教育相談機能の充実をめざし、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」の中で、公認心理師又は臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラーを全ての府立高校に配置している。また、平成21年度より、臨床心理学を専攻している大学院生の実習を府立高校で受け入れ、生徒の心のケアを支援している。
今後も引き続き、活動報告書、事業調査等を通じて、活用状況、課題等を整理し、事業の効率的な運用に努めてまいる。
生徒の困難な状況の背景には、心の問題とともに家庭等の厳しい状況もあることから、今年度は高等支援学校５校と府立中学校２校を含む110校にスクールソーシャルワーカーを配置している。
また、府立学校向けSSW定期相談会の開催や、SSW未配置校へのSSWSVの定期巡回などを実施することにより、すべての府立学校が専門家に相談できる体制を構築した。
今後、各学校に配置しているスクールカウンセラーとの連携を促進する等の取組みの成果をフォーラムなどの機会を通して共有してまいる。
 
項目10
府立高校においては、現在、児童・生徒が授業等で活用する学校情報ネットワークに加えて、教職員が利用する統合ＩＣＴネットワークを整備している。とりわけ、統合ＩＣＴネットワークでは成績処理等、機微な個人情報を取り扱っているので、それぞれのネットワークを分離し、運用しており、教員間での問合せやシステムトラブル対応など、管理業務を担っていただいている教職員には一定の負担を担っていただいていると認識している。
府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、校務用端末やLAN教室端末機等の機器、およびネットワーク等に関する各校からの問合せに対応しているところである。また、全校トップページに、統合ＩＣＴネットワーク及び学情ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう対応している。
併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施している。
 
項目11
府教育委員会においては、大阪府立学校職員安全衛生管理規程に基づき、大阪府立学校安全衛生協議会を設置し、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境を実現するために、様々な協議を重ねている。
同協議会では、「健康対策部会」「腰痛・頸肩腕症部会」の専門部会、また「健康対策部会」の下に、「長時間労働健康障がい防止委員会」を設置し、ストレスチェック制度をはじめ、職員健康診断や安全衛生委員会の活性化、職員の長時間労働による健康障がいの防止などの具体的な個別の課題について、検討している。
府立学校に対しては、ストレスチェックの結果から集団分析を実施し、職場における安全衛生委員会において、職場環境改善のための資料とするよう働きかけている。
今後とも、同協議会における協議を踏まえ、快適な職場環境の形成や教職員の健康の保持増進に向けて、取り組んでまいる。
 
項目12
府教育委員会においては、教職員の健康の保持増進及び快適な職場環境を実現するために、安全衛生委員会にて、時間外労働の縮減方策の取組状況に係る調査審議、ストレスチェック集団分析結果を活用した職場環境の改善等に取り組み、労働安全衛生活動の活性化に努めるよう、府立学校安全衛生管理者研修や衛生管理者研修等を通じて、指導している。

項目13
令和４年12月21日に通知した「令和５年度府立高等学校行事予定の作成及び提出について」では、土曜日、日曜日に授業等を実施する際は、「教職員の勤務を要しない日の振替についても配慮すること。」としている。
週休日に勤務を命ずる必要がある場合には、教職員の週休日の確保の観点から、別の勤務日を週休日に振り替えることについて、周知徹底している。
令和４年12月21日に通知した「令和５年度府立高等学校行事予定の作成及び提出について」及び令和５年１月13日に通知した「令和５年度府立支援学校行事予定表について」では、土曜日、日曜日に授業等を実施する際は、「教職員の勤務を要しない日の振替についても配慮すること。」としている。
週休日に勤務を命ずる必要がある場合には、教職員の週休日の確保の観点から、別の勤務日を週休日に振り替えることについて、周知徹底している。
教育職員に休日及び週休日に勤務を命じた場合には、休日の場合は、代休日の指定により、週休日の場合は、週休日の振替により、また、教育職員以外の職員については、「時間外勤務・休日勤務の手続き等に関する要綱」に基づき、適切に行うよう指導している。
今後とも、各学校に対し、研修会等のあらゆる機会を通じて周知してまいる。

項目14
外国語指導員については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案した上で、また、府における他の非常勤職員との間に権衡を保つため、現行の休暇制度としている。
会計年度任用職員の給与については、令和４年４月から「常勤職員の給料表を基礎」とし、「職務経験等の要素を考慮」する制度に見直した。
なお、地方自治法の改正に伴うパートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉手当については、他府県の動向等も踏まえつつ、今後十分に検討してまいる。
今後とも、勤務労働条件に関わる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいる。
会計年度任用職員の給与については、令和４年４月から、「常勤職員の給料表を基礎」とし、「職務経験等の要素を考慮」する制度に見直した。
なお、勤務条件等については、各学校において任用時に勤務条件明示書を本人に交付している。
今後とも、勤務労働条件に関わる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいる。

項目15
定時制や通信制の課程を含め、府立高校に在籍する障がいのある生徒への支援については、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」において、配慮の必要な生徒が在籍する学校に、看護師や介助員、学習支援員等を措置し、障がいのある生徒に対する支援の充実を図っている。
なお、障がいの状況により個別の指導が必要な場合などは、生徒一人ひとりの障がいの状況を把握しながら、学校からの要望を踏まえつつ、別途非常勤講師の措置をしている。
また、各校の教育支援体制の充実に向け、「高等学校支援教育力充実事業」において、知的障がい生徒自立支援コース設置校等から指定した支援教育サポート校による訪問相談や校内研修支援に加えて、必要に応じて教育や医療等の専門家を派遣し、専門的見地からの助言を実施している。
今後とも、障がいのある生徒の適切な支援に向け、教職員の負担軽減の観点も踏まえ、外部人材の適切な配置等、各校に対する適切な支援に努めてまいる。
定時制・通信制高校も含め、府立高校に対してヒアリング等を通じて、各学校の実情を丁寧に把握しながら、日本語指導が必要な生徒支援のために非常勤講師を配置している。
また、「日本語教育学校支援事業」において、学校からの要望に応じて、母語で学習支援等の補助をおこなう教育サポーターや多言語学習支援員の配置をおこなっている。
今後も日本語指導をはじめとした修学支援の充実に向けて、取組みを進めてまいる。

